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―
日
隆
聖
人
の
本
述
論
を
観
点
と
し
て
―

株

橋

祐

史

一

日
蓮
聖
人
の
教
学
に
お
い
て
は
、

法
華
経
に
又
二
経
あ
り
。
所
謂
述
門
と
本
門
と
な
り
。
本
述
の
相
違
は
水
火
天
地
の
違
目
也
。
例
せ
ば
年
前
と
法
華
経
と
の
違
目

よ
り
も
猶
相
違
あ
り
。
…
…
今
本
門
と
述
門
と
は
教
主
己
に
久
始
の
か
わ
り
め
、
百
歳
の
を
き
な
と

一
歳
の
幼
子
の
ご
と
し
。
弟

子
又
水
火
也
。
土
の
先
後
い
う
ば
か
り
な
し
。
而
ル
を
本
述
を
混
合
す
れ
ば
水
火
を
弁
え
ざ
る
者
也
。
〉

と
本
述
の
相
違
を
論
じ
て
、
本
述
を
混
合
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
こ
と
で

あ
る
が
、
宗
祖

（以
下
こ
れ
に
準
ず
）
が
本
述
を
論
ず
る
こ
と
自
体
に
、
末
法
の
一
切
衆
生
と
い
う
下
機
を
救
済
す
る
た
め
の
本
尊

・

修
行
が
顕
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
述
論
は
宗
祖
の
教
学
全
体
に
か
か
わ
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
故
に
単
な
る
教
学

上
の
形
式
論
で
は
な
く
、
宗
祖
独
自
の

一
切
衆
生
救
済
の
理
論
と
実
践
と
を
認
識
す
る
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
根
本
的
か

つ
多
面
的
な
性
格
を
有
し
た
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
宗
祖
独
自
の
法
華
経
理
解
、
す
な
わ
ち
本
門
に
立
脚
し
た
法
華
経
解
釈

と
天
台
智
顎

・
妙
楽
湛
然
を
初
め
と
す
る
他
の
諸
師
の
見
解
と
の
相
違
を
明
確
に
示
す
た
め
の
基
準
と
も
い
う
べ
き
思
想
で
あ
る
と
い
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う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

宗
祖
滅
後
室
町
期
の
日
蓮
教
団
に
お
い
て
、
本
述

一
致

・
勝
劣
の
論
争
の
興
起
が
教
団
分
派
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
衆
多
の
存
知
す
る
事
実
で
あ
っ
て
、　
一
致

・
勝
劣
論
の
形
態
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
の
検
討
整
理
が
多
数
存
在
し

て
い
る
か
ら
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
こ
の
本
述
論
争
が
、
宗
祖
の
教
義
内
容
を
積
極
的
に
把
握
す
る
方
法
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
小
論
に
お
い
て
は
、
室
町
期
に
お
い
て
、
本
述
の
勝
劣
を
主
張
し
た
代
表
的
な
教
学
者
と
い
わ
れ
る
慶
林
坊
日
隆
聖
人

（
一
三

八
五
～

一
四
六
四
）
の
本
述
論
を
検
討
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「本
」
と
は
何
か
、
「述
」
と
は
何
か
の
問
題
点
を
明
確
に
し
て
、

宗
祖
の
本
義
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
本
述
論
が
衆
生
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
点
を
知
る

手
掛
り
と
し
た
い
と
思
う
。

二

日
隆
聖
人

（以
下
隆
師
と
略
称
）
の
教
学
の
方
法
論
が
天
台
宗
の
教
学
と
宗
祖
の
教
学
の
分
別
整
理
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
注
意
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
平
宏
龍
先
生
に
よ
れ
ば
、
『法
華
天
台
両
宗
勝
劣
抄
』
（以
下

『
四
帖
抄
』
と
称
す
）
に
よ
っ
て
そ
の
教

学
の
方
法
論
が
示
さ
れ
、
こ
れ
以
後
の
著
作
は
、
『
四
帖
抄
』
に
示
さ
れ
た
方
法
論
を
対
象
を
変
え
て
応
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の

私
見
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。）

隆
師
に
お
い
て
は
、
天
台
宗
と
宗
祖
の
教
義
を
分
別
す
る
上
で
、
本
述
を
論
ず
る
こ
と
は
、
最
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
著
述
に
よ
っ
て
天
台
宗
は
本
述

一
致
、
日
蓮
宗

（法
華
宗
）
は
本
述
勝
劣
と
い
う

一
貫
し
た
思
想
が
伺
え
る
。　
一
例
を
挙

げ
れ
ば
、
『
四
帖
抄
』
に
は
、
①
両
宗
の
化
儀
の
不
同
、
②
天
台
智
顎
の
本
書
と
宗
祖
の
御
抄
の
不
同
、
③
四
教
五
時
の
不
同
、
④
約

教
釈
と
本
述
釈
の
不
同
、
⑤
中
古
の
天
台
学
者
の
謬
解
の
破
斥
、
⑥
逃
門
解
行
と
本
門
易
行
の
不
同
、
⑦
開
会
の
不
同
、
③
機
根
の
不
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同
等
と
章
立
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
本
述
勝
劣
の
観
点
よ
り
台
当
の
異
目
を
委
悉
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
第

一
帖

第
二
の

「
天
台
と
日
蓮
と
の
本
書
御
抄
不
同
の
下
」
の

「
天
台
玄
文
止
の
本
意
は
本
述

一
致
を
以
て
宗
旨
と
為
し
、
日
蓮
宗
の
本
意
は

本
述
勝
劣
を
以
て
宗
要
と
為
す
。
両
宗
の
不
同
の
事
」
と
い
う
表
題
を
見
れ
ば

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
本
述
勝
劣
と
云
ふ
は
法

華
宗
の
寿
命
な
り
占
ど
の
説
示
に
よ
っ
て
も
、
隆
師
は
日
蓮
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
本
述
を
論
ず
る
こ
と
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た

か
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

隆
師
に
よ
れ
ば
、

下
種
種
子
を
顕
さ
ん
が
為
な
り
。
下
種
の
本
尊
既
に
本
門
八
品
に
あ
り
。
此
の
八
品
所
説
の
下
種
の
本
尊
を
顕
さ
ん
が
為
に
堅
く

本
述
勝
劣
を
云
ふ
な
り
。）

と
示
す
よ
う
に
、
本
述
勝
劣
を
論
ず
る
の
は
下
種
種
子
を
顕
す
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
末
法
に
お
け
る
下
種
の
本
尊

を
顕
す
た
め
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

本
述
法
門
と
い
う
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
天
台
智
顎
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
隆
師
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
宗
祖
の
義
と

し
て
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
智
顎

（以
下
こ
れ
に
準
ず
）
の
本
述
思
想
を
端
的
に
示
す
六
重
本
述
に
対

す
る
隆
師
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

智
顎
の
六
重
本
述
は
、
『法
華
玄
義
』
（以
下

『玄
義
」
と
略
称
）
巻
七
に
お
い
て
本
門
十
妙
を
解
説
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
相
を
中

心
と
し
て
六
重
の
釈
義
に
よ
っ
て
本
述
の
意
義
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
六
重
本
述
の
釈
義
の
中
で
も
、
体
用

・
実
権

・
已
今
に
お
い

て
智
頴
独
自
の
本
述
の
概
念
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
そ
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
第
六
の
已
今
本
述
で
あ
っ
て
、
已
今
の
対
釈
に
よ
っ

本
述
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
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て
今
説
の
本
時
の
経
意
が
已
説
の
述
中
の
経
意
と
全
く
異
な
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
℃

故
に
隆
師
の
本
述
の
義
を
知
る
た
め
に
は

第
六
已
今
本
述
に
対
す
る
解
釈
を
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

隆
師
は
そ
の
主
著
た
る

『法
華
宗
本
門
弘
経
抄
』
全

一
一
七
巻

（以
下

『弘
経
抄
」
と
略
称
）
の
第
五
巻
に
お
い
て
、
本
門
十
妙
を

解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
二
つ
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
六
重
本
述
を
釈
し
て
い
る
。
故
に
今
こ
こ
で
は

『弘
経
抄
』
巻
五
の
所
説
に
従

っ
て
内

容
を
整
理
し
て
み
た
い
。

先
ず
、第

六
已
今
本
述
と
は
己
は
述
な
り
今
は
本
な
り
。
謂
く
初
め
華
厳
よ
り
安
楽
行
品
に
至
る
諸
経
に
已
に
理
事
理
教
教
行
体
用
実
権

を
説
く
こ
と
は
皆
悉
く
述
な
り
。
今
経
涌
出
品
已
下
の
本
門
に
今
理
事
乃
至
実
権
を
説
く
は
皆
是
れ
本
な
り
。
之
に
依

っ
て
簑
の

七
に
云
く
始
め
理
事
よ
り
已
今
に
終
わ
る
ま
で
六
重
の
本
述
あ
り
前
の
五
重
は
已
に
通
じ
本
に
通
じ
述
に
通
ず
と

・
云
缶
）

と
あ
る
。
こ
れ
を

『玄
義
』
の
本
文
に
照
合
す
れ
ば
、

六
に
今
已
に
約
し
て
本
述
を
論
ぜ
ば
、
前
来
の
諸
教
の
已
説
の
事
理
乃
至
権
実
は
皆
是
れ
述
な
り
。
今
経
に
説
く
所
の
久
遠
の
事

理
乃
至
権
実
は
皆
名
け
て
本
と
為
す
。

と
。
隆
師
は

「前
来
の
諸
教
の
己
説
」
を
華
厳
経
よ
り
法
華
経
安
楽
行
品
と
し
、
そ
の
中
に
説
か
れ
る
理
事
乃
至
実
権
を
述
と
し
て
、

「
今
経
に
説
く
所
の
久
遠
の
事
理
乃
至
権
実
」
を
法
華
経
涌
出
品
以
下
本
門
所
説
の
理
事
乃
至
実
権
を
指
し
て
こ
れ
を
本
と
し
て
い
る

こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
こ
の
六
重
本
述
の
前
五
重
と
第
六
重
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
妙
楽
同
様
に
六
重
本
述
は
第
六
己
今
本

述
の
観
点
よ
る
見
る
べ
き
と
し
て
、
已
今
本
述
の
概
念
に
注
意
を
払

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
今
本
已
述
の
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、

「寿
量
を
指
し
て
名
ず
け
て
今
本
と
為
す
」
と

『釈
簑
』
巻
七
の
文
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
前
五
重
と
第
六
已
今
本
述
と
の
関
係
は
、

理
事

。
理
教

・
教
行
の
各
本
述
は
本
仏
の
因
行
に
つ
い
て
論
ず
る
も
の
で
あ
り
、
体
用

・
実
権
の
本
述
は
因
行
に
よ
る
得
果
た
る
仏
身
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に
つ
い
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
の
五
重
は
三
因
二
果
で
あ
っ
て
、
第
六
の
已
今
本
述
の
概
念
に
よ
っ
て
判
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
故
に
、

前
の
五
重
は
三
因
二
果
の
故
に
義
、
体
な
り
。
第
六
の
已
今
は
能
詮
の
法
相
な
り
。
教
な
り
、
経
な
り
℃

と
、
前
五
重
は
所
詮
の
義

・
体
で
あ
り
、
第
六
重
は
能
詮
の
法
相
す
な
わ
ち

「教
な
り
、
経
な
り
」
で
あ
る
と
い
う
能
詮
所
詮
の
関
係

が
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
能
詮
所
詮
の
関
係
は
、
妙
薬
の
、

第
六
の
已
今
の

一
重
を
以
て
前
の
五
重
に
本
有
り
述
有
る
こ
と
を
判
ず
℃

を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
さ
ら
に
己
今
本
述
の
立
脚
点
を
鮮
明
に
す
る
意
味
で
、

箋
の
七
に
云
く
、
若
し
已
今
を
識
ら
ば
即
ち
余
の
五
を
知
ら
ん

，
鶴
）

と
妙
薬
の
釈
義
を
示
し
て
い
る
。

か
よ
う
な
観
点
よ
り
、
さ
ら
に
己
今
本
述
を
展
開
さ
せ
て
、
ホ
前
述
門
己
説
の
説
相
に
述
門
十
妙
を
摂
し
、
今
説
た
る
今
経
本
門
の

説
相
に
本
門
十
妙
を
摂
し
た
已
今
本
述
を
構
成
し
て
、
こ
れ
ら
の
已
今
本
述
を
所
判
、
三
種
教
相
を
能
判
と
す
る
と
、
三
種
教
相
の
中

の
初
重
二
重
の
教
相
に
よ
れ
ば
、
已
説
述
門
の
意
の
已
今
本
述
が
成
立
し
、
第
二
の
教
相
に
よ
れ
ば
今
説
本
門
の
意
の
已
今
本
述
が
成

立
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
已
説
述
の
意
の
已
今
本
述
に
も
述
本
二
十
妙
が
摂
せ
ら
れ
て
お
り
、
今
説
本
門
の
意
の
已
今
本
述

に
も
本
述
二
十
妙
が
摂
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
十
重
顕

一
・
十
重
顕
本
に
こ
の
論
理
を
あ
て
は
め
て
い
え
ば
、
十
重
顕

一
は
已

説
述
門
の
意
を
も
っ
て
法
華
経
本
述
二
門
の
力
用
を
解
説
し
た
も
の
、
十
重
顕
本
は
そ
れ
を
今
説
本
門
の
意
を
も
っ
て
解
説
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
こ
れ
ら
の
本
述
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
述
二
十
妙
を
已
今
本
述
の
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
そ
こ
に

導
き
出
さ
れ
る
も
の
は
、
已
説
の
述
門
の
立
場
の
本
述
二
門
の
種
脱
と
今
説
本
門
の
立
場
の
本
述
二
門
の
種
脱
で
あ
っ
て
、
今
説
本
門

の
立
場
よ
り
法
華
経
本
述
二
門
の
種
脱
を
論
ず
る
こ
と
が
、
第
六
已
今
本
述
の
実
義
で
あ
り
、
こ
こ
に
宗
祖
の
本
述
義
が
存
す
る
の
で

本
述
論
を
め
ぐ
る
一
考
察
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あ
る
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
隆
師
に
お
い
て
は
、
法
華
経
本
述
二
門
と
も
に
述
門
の
観
点
に
立

つ
已
今
本
述
の
上
に
、
さ
ら
に
法
華
経
本
述
二
門
と

も
に
本
門
の
立
場
に
立

つ
已
今
本
述
を
論
じ
、
こ
の
二
つ
の
已
今
本
述
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
、
已
今
を
分
か
ち
、
述
門
を
観
点
と
す

る
已
今
本
述
を

「
已
説
」
と
し
、
本
門
を
観
点
と
す
る
己
今
本
述
を

「今
説
」
と
し
て
、
本
述
を
判
じ
、
本
門
の
意
の
種
脱
を
論
ず
る

と
こ
ろ
を
已
今
本
述
の
義
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
を
図
示
す
れ
ば
、

原
意口祖日獅一脚本、‐嗣脚御嘲脚‐‐榊‐‐Ｔ‐已述今本と判ず

新
祢一制

（説本相輝
忘

））‐‐∵

已８

一

能
判
―
三
種
教
相

一
一一
¨
一
一
¨
一
〔
一
一
¨
一
¨
一
巳
今
本
述
‐
巳
述
今
本
と
判
ず
（本
門
の
種
脱
を
論
ず
）

隆
師
の
展
開

所判
―上‐‐
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と
な
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
解
釈
は
、
妙
楽
が
已
今
本
述
の
釈
義
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
そ
れ
を
引
け
ば
、

若
し
初
め
の
本
に
望
め
ば
則
ち
応
に
己
今
の
不
同
を
簡
ぶ
べ
し
。
法
華
己
前
の
諸
経
の
已
今
は
働
ほ
述
に
属
す
。
今
経
に
明
か
す

と
こ
ろ
は
真
に
久
遠
の
本
を
明
す
。
即
ち
是
れ
已
説
の
已
今
を
述
と
な
し
、
今
説
の
己
今
を
本
と
な
す
。
方
に
是
れ
実
説
な
り
℃

と
い
う
が
如
き
で
あ
る
。

四

前
述
に
お
い
て
、
隆
師
の
已
今
本
述
に
お
け
る
釈
義
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
本
述
の
概
念
を

「体
用
本
述
」
と

「
久
遠

本
述

（あ
る
い
は
久
近
本
述
と

と
い
う
語
を
用
い
て
、
天
台
と
宗
祖
の
本
述
に
つ
い
て
分
別
を
加
え
て
示
し
て
い
る
。
こ
の

「
体
用

本
述
」
と

「
久
遠
本
述
」
と
い
う
語
は
隆
師
の
著
述
の
中
に
は
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、

ま
ず
本
述
に
お
い
て
重
重
こ
れ
あ
り
。
謂
く
体
用
本
述
と
久
近
本
述
と
な
り
％

と

も

、本
述
に
お
い
て
二
意
あ
り
。
体
用
本
述
は
法
中
論
二
の
三
身
な
る
故
に
熱
脱
を
論
じ
て
止
観

一
部
に
之
を
移
す
。
天
台
外
適
時
宜

の
辺
に
之
を
用
い
て
宗
要
と
な
す
な
り
。
久
遠
の
本
述
は
種
子
下
種
を
論
ず
。
そ
の
教
主
は
報
中
論
三
の
三
身
な
り
。
故
に
天
台

は
内
鑑
冷
然
し
て
止
観
の
本
理
三
千
の
裏
に
秘
し
て
之
を
沈
む
。
遠
く
末
法
下
種
の
時
機
を
鑑
照
し
て
日
蓮
大
士
の
己
心
に
移
す
。

己
心
の
本
尊
是
れ
な
り
℃

と
も
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
述
門
の
意
の
本
述
た
る

「体
用
本
述
」
は
法
中
論
三
の
三
身
を
根
拠

と
し
て
熟
脱
を
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
修
行
は

『止
観
』

一
部
に
説
示
さ
れ
る
観
法
で
あ
り
天
台
宗
の
説
、
本
門
の
意
の
本
述

本
述
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め
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た
る

「
久
遠
本
述
」
は
報
中
論
三
の
三
身
を
根
拠
と
し
て
種
子
下
種
を
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
宗
祖
の
説
、
と
の
分
別
で
あ
る
。
そ
こ

で
こ
の
二
つ
の
本
述
の
概
念
を
隆
師
の
所
説
に
従

っ
て
整
理
し
て
み
た
い
。

ま
ず

「体
用
本
述
」
と
は
も
と
も
と
智
顎
の

『玄
義
』
巻
七
所
説
の
六
重
本
述
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
今
本
文
を
挙
げ
れ
ば
、

四
に
体
用
に
約
し
て
本
述
を
明
さ
ば
、
昔
最
初
に
修
行
し
理
に
契
ふ
に
由
て
法
身
を
証
す
る
こ
と
を
本
と
為
す
。
初
め
て
法
身
の

本
を
得
る
が
故
に
体
に
即
し
て
応
身
の
用
を
起
す
。
応
身
に
由

っ
て
法
身
を
顕
す
こ
と
を
得
。
本
述
雖
殊
不
思
義

一
な
り
電

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
仏
が
最
初
に
修
行
し
本
理
に
契

っ
て
法
身
を
証
得
す
る
こ
と
を
本
と
し
、
こ
の
法
身
の
本
よ
り
起
る
応
身
の

用
を
述
と
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
を
も
と
に
隆
師
は

「体
用
本
述
」
を
単
に
六
重
本
述
の

一
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
法
身
実
相

を
根
本
主
体
と
す
る
法
華
経
の
解
釈
を
あ
ら
た
め
て

「体
用
本
述
」
で
あ
る
と
規
定
し
、
天
台
教
学
に
は
じ
ま
る
述
門
を
立
脚
点
と
し

た
本
述
の
概
念
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「体
用
本
述
」
は
得
果
た
る
仏
身
に
お
い
て
論
ず
る
本
述
で
あ
っ
て
、
法
身
と
応
身

を
観
点
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
法
身
は
本
理
に
冥
合
す
る
の
み
で
本
が
あ
っ
て
も
下
衆
生
に
応
化
す
る
述
が
な
く
、
応
身
は

衆
生
に
応
同
す
る
の
み
で
述
が
あ
っ
て
も
本
理
に
契
う
も
の
で
な
い
と
い
う

『文
句
』
九
の
所
説
を
も
と
に
、
法
身
と
応
身
と
を
合
し

て
本
述
を
立
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
法
身
を
本
と
し
て
中
心
主
体
と
す
る
こ
と
は
、
理
実
即
ち
諸
法
実
相
を
実
体
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、

こ
の
法
身
理
本
を
以
て
第
十
仏
界
と
な
し
て
界
如
三
千
を
成
ず
故
に
理
の
三
千
と
名
く
。
止
観
に
は
本
理
の
三
千
と
号
し
、
治
病

抄
に
は
彼
は
理
と

・
云

ム
ｏ
さ
れ
ば
こ
の
本
理
の
三
千
、
体
用
本
述
の
意
は
理
を
以
て
本
門
の
主
と
な
す
故
に
本
述

一
致
な
り
、
止

観

一
部
の
意
、
述
門
流
通
天
台
宗
の
本
意
是
れ
な
り
。
こ
の
本
述
は

一
切
衆
生
の
熟
益
と
は
な
る
と
い
へ
ど
も
下
種
と
は
な
ら
ざ

る
な
り
（電

と
、
法
身
実
相
を
仏
界
と
し
て
界
如
三
千
を
成
り
立
た
せ
る
の
で
理
の
三
千
と
名
く
こ
と
。
『止
観
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
理
の
三
千
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を
本
理
の
三
千
と
し
て
十
乗
観
法
の
所
観
の
境
と
す
る
こ
と
等
が
理
解
で
き
る
。
『止
観
』
に
お
い
て
は
、
『玄
義
』
『
文
句
』
に
お
い

て
権
実
本
述
を
説
示
し
て
い
て
も
、
観
心
を
成
ず
る
時
に
は
、
蔵
通
別
の
権
と
円
教
の
実
と
の
権
実
の
絶
理
の
妙
を
対
境
と
し
、
十
乗

観
法
に
よ
っ
て
開
未
開
共
同
の
円
頓
上
観
を
詳
説
し
て
法
身
実
相
、
界
如
三
千
の
本
理
を
己
心
中
に
観
ず
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。

か
よ
う
に
実
相
を
根
本
と
す
る
以
上
久
遠
本
門
の
実
相
と
今
日
述
中
の
実
相
と
は
、
観
法
の
対
境
と
い
う
点
で
そ
の
体
は
同
体
で
あ
っ

て
、
本
述

一
致
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、

此
の
実
相
の
体
に
お
い
て
久
遠
本
門
の
実
相
と
今
日
述
中
の
実
相
と
は
同
体
也
。
箋
の

一
に
云
く

「本
中
の
体
等
は
述
と
異
ら
ず
」

と
い
い
、
記
の
十
に
は

「
二
門
の
体
両
所
殊
な
ら
ず
」
と
い
へ
り
。
此
ら
は
久
近
実
相
理
等
し
と
判
ぜ
ら
る
な
り
。
此
の
如
き
の

本
述
は
名
は
本
述
、
義
は
権
実
な
り
。
本
述
と
は
云
へ
ど
も
仏
母
実
相
の
上
の
本
述
に
し
て

一
経
三
段
門
の
本
述
な
り
。
此
れ
則

ち
所
顕
の
本
述
な
り
。
此
の
本
述
は
述
中
之
本
に
し
て
其
の
体
権
実
也
。
故
に
知
り
ぬ
。
本
述
実
相

一
致
と
い
は
れ
さ
ら
に
相
違

あ
る
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
な
り
。）

と
、
こ
の
本
述
は
名
の
み
で
あ
っ
て
権
実
を
実
体
と
す
る
も
の
で
、
所
顕
の
本
述
で
あ
っ
て
日
蓮
義
に
お
け
る
能
顕
の
本
述
で
は
な
い

と
し
、
本
述
は
不
思
議

一
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
実
相
法
身
を
法
華
経
本
述
二
門
の
根
本
主
体
と
し
て
、
成
立
す
る
本
述
を
括
て

「体
用
本
述
」
と
し
、
こ
れ
は
天
台

宗
の
本
意
で
あ

っ
て
、
十
乗
観
法
を
能
観
の
観
法
と
す
る
の
で
智
者
の
行
解
で
あ
り
、　
一
切
衆
生
の
た
め
に
は
、
熟
脱
の
二
益
と
は
な

る
も
の
の
下
種
益
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に

「
久
遠
本
述

（ま
た
は
久
近
本
述
と

と
は
、

久
遠
の
本
述
は
種
子
下
種
を
論
ず
。
そ
の
教
主
は
報
中
論
三
の
三
身
な
り
。
故
に
天
台
は
内
鑑
冷
然
し
て
止
観
の
本
理
三
千
の
裏

本
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に
秘
し
て
之
を
沈
む
。
遠
く
末
法
下
種
の
時
機
を
鑑
照
し
て
日
蓮
大
士
の
己
心
に
移
す
。
己
心
の
本
門
の
本
尊
是
れ
な
り
℃

と
。
あ
る
い
は
、

今
経
久
遠
の
本
述
は
報
応
に
約
し
て
之
を
論
ず
る
故
に
、
事
智
に
約
し
て
之
を
成
ず
。
化
道
の
始
終
種
熟
脱
に
約
し
て
過
去
下
種

を
論
ず
（地

等
と
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
「体
用
本
述
」
と
同
様
に
仏
身
を
観
点
と
し
て
論
ず
る
本
述
で
あ
る
が
、
「体
用
本
述
」
が
法
身
を
本
と

す
る
三
身
説
に
よ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
久
成
の
報
仏
を
中
心
主
体
と
す
る
三
身
説
に
よ
っ
て
成
り
立

つ
も
の
で
、
本
門
の
立
場
の
本

述
説
で
あ
り
、
種
子
下
種
、
過
去
下
種
を
論
ず
る
宗
祖
の
説
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
隆
師
に
お
い
て
は
、
『文
句
』
九
の

「
発
述

顕
本
」
を
根
拠
と
し
て

『開
目
抄
』
に
お
け
る
報
応
の
顕
本
を
立
証
し
て
正
在
報
身
を
論
じ
て
、
宗
祖
の
顕
本
の
義
は
報
応
の
二
身
に

あ
り
、
中
で
も
報
身
顕
本
こ
そ
本
義
で
あ
る
と
す
る
立
場
よ
り
、

宗
義
に
云
く
、
本
述
と
云
ふ
は
久
近
を
以
て
実
体
と
為
す
な
り
。
謂
く
述
は
近
な
り
本
は
遠
な
り
。
久
遠
を
以
て
本
意
と
為
し
、

五
百
塵
点
の
劫
数
塵
大
久
遠
の
長
寿
は
長
く
年
前
述
門
に
異
な
れ
り
。
独
り
本
門
の
沖
微
な
り
。
文
句
の
第
九
に
云
く

「
発
述
顕

本
の
三
如
来
は
永
く
諸
経
に
異
な
れ
り
」
と
云
へ
る
は
寿
量
品
の
説
相
な
り
（躍

と
、
仏
の
因
行
の
時
間
的
長
短
を
本
述
の
実
体
と
し
て
、
久
遠
を
本
、
近
成
を
述
と
分
別
す
る
と
こ
ろ
を
本
述
の
実
義
で
あ
る
と
と
ら

え
て
い
る
。
こ
れ
は
妙
楽
が
、

時
の
長
短
に
約
し
て
久
近
と
為
し
、
所
行
の
処
に
約
し
て
遠
近
と
為
す
。
成
じ
已
っ
て
の
化
述
を
所
行
の
処
と
為
す
（℃

と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
仏
の
自
行
因
行
の
時
間
的
長
短
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
実
際
的
時
間
を
経
過
し
て
修
因
感
果
し
、
自

行
成
道
す
る
報
身
仏
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
寿
量
品
所
説
の
五
百
塵
点
の
劫
数
こ
そ
が
、
報
身
仏
が
実
際
に
経
歴
し
た
因
行

の
時
間
で
あ
っ
て
、
こ
の
開
顕
が
永
異
諸
経
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
報
身
事
仏
の
事
本
を
本
果
仏
界
と
規
定
し
て
十
界
互
具
を
作

っ
て
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界
如
三
千
を
構
成
し
た
と
き
事
の
三
千
が
成
立
す
る
と
い
う
（て

す
な
わ
ち
、
『釈
箋
』
の
、

本
門
に
は
本
因
を
以
て
元
始
と
為
す
（地

を
根
拠
に
報
身
事
仏
の
自
行
因
果
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
因
妙
を
根
源
と
し
、
本
因
妙
の
行
を
修
し
本
果
妙
を
感
じ
て
本
国
土
妙
を
顕
し

て
、
本
因
本
果
本
国
土
十
界
互
具
依
正
互
融
の
事
具
三
千
が
成
立
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
初
成
道
の
報
身
本
仏
が
従
本
垂
述

の
根
本
仏
で
あ
っ
て
、
し
か
も
久
遠
下
種
の
教
主
で
あ
る
か
ら
、
三
世
益
物
の
教
主
で
あ
り
、
滅
後
末
法
下
種
の
教
主
で
あ
る
と
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
報
身
仏
の
因
行
を
観
点
と
し
て
時
間
に
捉
え
る
本
述
を
基
準
と
す
れ
ば
、
そ
の
化
道
に
も
種
熟
脱
の
三
益
に

も
本
述
の
分
別
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
久
遠
本
時
に
お
け
る
報
身
本
仏
の
最
初
下
種

（久
遠
下
種
（）

を
本
と
規
定
し
根

本
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
「
久
遠
本
述
」
と
は
、
仏
自
行
の
根
源
、
垂
述
の
根
源
、
化
道
の
根
源
、
得
益
の
根
源
を
詮
顕

す
る
た
め
の
本
地
と
述
中
の
対
判
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、

権
実
釈
を
以
て
熟
脱
を
顕
し
、
本
述
釈
を
以
て
種
子
下
種
を
顕
す
也
。
故
に
熟
脱
は
述
中
の
所
作
也
。
下
種
は
常
恒
に
過
去
に
有
り
。

諸
御
抄
に
二
五
下
種
と
遊
ば
さ
る
是
也
。
過
去
下
種
は
必
ず
本
門
の
得
分
也
（℃

と
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五

と
こ
ろ
で
隆
師
が
過
去
下
種

・
種
子
下
種
を
詮
顕
す
る
こ
と
を
本
述
義
の
本
義
と
す
る
裏
に
は
、

本
門
流
通
の
意
は
時
国
を
論
ず
れ
ば
末
代
也
。
末
代
は
即
ち
悪
世
、
悪
世
に
は
愚
人
こ
れ
多
し
。
愚
人
は
観
行
相
似
に
居
せ
ず
。

但
綾
に
名
字
の
気
分
也
。
此
の
名
字
初
心
の
行
人
は

「
但
信
法
性
不
信
其
諸
」
と
云
て
、
法
性
之
源
妙
法
蓮
華
経
計
り
之
を
信
じ

て
、
不
受
余
経

一
掲
と
之
を
行
じ
、
其
諸
の
余
経
余
法
を
ば
更
に
交
へ
ざ
る
也
（℃

本
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と
い
い
、
御
自
身
が
末
代
の
愚
人
で
あ
り
、
愚
人
で
あ
る
か
ら
題
目
の
信
行
以
外
に
成
仏
の
方
法
は
な
い
と
の
意
識
が
強
く
は
た
ら
い

て
い
る
こ
と
は
、
本
述
判
成
立
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、

昔
の
不
軽
の
所
化
と
今
の
日
蓮
大
士
の
御
弟
子
と
は
倶
に
末
法
初
心
始
行
の
人
な
る
故
に
或
は
本
門
下
種
の
時
機
な
る
間
権
教
を

交

へ
ず
、
初
よ
り
直
に
頓
に
法
華
を
授
く
電

と
も
、
あ
る
い
は
、

本
未
有
善
と
は
不
軽
の
所
化
、
日
蓮
が
御
弟
子
也
。
此
等
は
初
め
て
下
種
を
成
ず
る
（℃

と
も
い
い
、
末
法
初
心
始
行
の
人
、
本
未
有
善
の
機
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
過
去
久
遠
の
下
種
を
問
う
直
接
の
要
因
な
の
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
、
過
去
久
遠
に
下
種
を
被

っ
た
者
す
な
わ
ち
本
已
有
善
の
機
は
、
た
と
え
退
転
し
、
三
五
の
塵
を
経
よ
う
と
も
、
三
世
諸
仏

あ
る
い
は
釈
尊
の
化
道
を
受
け
て
現
在
に
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
。
そ
の
功
は
す
べ
て
久
遠
下
種
に
帰
す
る
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
久
遠
下
種
を
本
門
八
品
を
説
い
て
上
行
に
付
し
、
末
法
下
種
の
大
法
と
し
て
末
代
に
備
え
、
末
法
の
愚
人

の
信
ず
べ
き
本
尊

・
題
日
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（地

こ
れ
は
、
『観
心
本
尊
抄
』
の

所
謂
ンバ
一
往
見
”之
ヲ時
ハ以
青久
種
”為
つ下
種
一大
通

・
前
四
味

ｏ
述
門
ヲ為
写
熟
卜
至

， 本
門
ズ
現
登
一ヮ等
妙
ヽ

再
往
見
家
之
フ不
レ

似
三述
門
一
ハ。
本
門
序
正
流
通
倶
二以

， 末
法
レ之
始
”為
啄詮
卜。
在
世
ノ本
門
卜末
法
之
初
ハ
一
同
二純
円
也
。
但
シ彼
レ
ハ脱
此
レ
ハ種
也
。

彼
ハ
一
品
二
半
此
ハ但
題
ロ
ノ五
字
也
。
（定
遺
七

一
五
）

を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
管
見
限
り
で
は
あ
る
が
、
隆
師
の
本
述
論
に
整
理
を
加
え
て
み
た
。
上
述
の
よ
う
に
隆
師
の
本
述
の
実
義
は
過
去
久
遠
下
種
を

詮
顕
す
る
た
め
の
も
の
で
、
久
遠
下
種
を
顕
す
た
め
に
は
報
身
の
事
相
の
上
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
よ
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り
前
述

の
己
今
本
述
を
見
れ
ば
、

仏

に
約
し
て
義
を
以
て
之
を
論
ぜ
ば
過
去
久
遠

の
已
説
を
本
と
為
し
今

日

一
期

の
今
説
を
述
と
な
す

べ
き
な
り
α
）

と

い
う
再
往

の
解
釈

で
あ
る
已
本
今
述
が
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
は
、
更
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
は
向
後
機
会
を
得

て
整
理
す
る
こ
と
と
し
て
稿
を
終
え
た
い
。

（
１
）
「富
木
入
道
殿
御
返
事
」
「
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
し
　
一
五

一
八
頁
。

（
２
）
大
平
宏
龍
稿

「
日
隆
聖
人
の
中
古
天
台
義
批
判
に
つ
い
て
」
法
華
宗
興
隆
学
林
刊
、
翁
法
華
思
想
と
日
隆
教
学
し

五
八

一
頁
。

（
３
）
『
四
帖
抄
』
刊
本
二
四
頁
。

（
４
）
『
日
隆
聖
人
全
集
』
（以
下

『隆
全
』
と
略
称
）
八
巻
二
三
八
頁
。

（
５
）
『隆
全
』
四
巻
五
三
二
頁
。

（
６
）
拙
論

「
天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
」
「
桂
林
学
叢
』
第
十
四
号
）
六
九
頁
～
七
〇
頁
。

（
７
）
①
六
重
本
述

一
々
の
形
の
事
。
②
此
六
重
本
述
は
述
の
意
か
、
本
の
意
か
。
③
日
蓮
宗
の
六
重
本
述
の
事
。

（
８
）
『
隆
全
』

一
巻
三
〇
五
頁
。

（
９
）
『
天
台
宗
全
集
』
（以
下

『
天
全
』
と
略
称
）
「法
華
玄
義
」
四
巻
三
七
二
頁
。

（
１０
）
『
隆
全
』

一
巻
三
〇
六
頁
。

（
Ｈ
）
『
天
全
」
「法
華
玄
義
」
四
巻
三
七
三
頁
。

（
‐２
）
『
隆
全
』

一
巻
三
〇
六
頁

（
‐３
）
『天
全
」
「法
華
玄
義
」
四
巻
三
七
三
頁
。
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（
‐４
）
『
隆
全
』
九
巻
三
二
九
頁
。

（
‐５
）
『
隆
全
』

一
巻
三
〇
七
頁
。

（
‐６
）
「
天
全
』
「法
華
玄
義
」
四
巻
三
七

一
頁
。

（
‐７
）
『玄
義
教
相
見
聞
』
翁
桂
林
学
叢
』
６
号
別
冊
）
四
頁
。

（
‐８
）
『
四
帖
抄
』
刊
本
二
五
頁
。

（
‐９
）
『隆
全
』

一
巻
三
〇
七
頁
。

（
２０
）
『
隆
全
』
九
巻
三
二
九
頁
。

（
２‐
Ｙ
し
れ
に
つ
い
て
は
株
橋
諦
秀

（
日
涌
）
稿

「
日
隆
聖
人
の
寿
量
本
仏
観
」
「
桂
林
学
叢
』
５
号
）
四
頁
以
下
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

（
２２
）
『
隆
全
』

一
巻

一
二

一
頁
。

（
２３
）
『
天
全
」
「法
華
玄
義
」

一
巻
三
二
七
頁
。

（
２４
）
『玄
義
教
相
見
聞
』
翁
桂
林
学
叢
』
６
号
別
冊
）
五
頁
。

（
２５
）
『
天
全
」
「法
華
玄
義
」
五
巻
三
六
九
頁
。

（
２６
）
久
遠
本
時
に
お
い
て
本
仏
が
下
種
し
た
も
の
は
、
総
名
の
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
こ
と
は
、
『観
心
本
尊
抄
講
義
』
（株
橋
日
涌
著
）
上
巻
六
五
五

頁
、
下
巻
八

一
〇
頁
等
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
２７
）
『
四
帖
抄
』
刊
本
二
三
頁
。

（
２８
）
『
四
帖
抄
』
刊
本

一
八
頁
。

（
２９
）
『
四
帖
抄
』
刊
本

一
三
頁
。

（
３０
）
『
四
帖
抄
』
刊
本

一
六
頁
。
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（
３‐
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
株
橋
日
涌
著

『観
心
本
尊
抄
講
義
』
下
巻
七
四
八
頁
以
下
、
大
平
宏
龍
稿

「宗
祖
の
教
相
論
に
関
す
る

一
視
点
」
翁
桂
林
学

叢
』
Ｈ
号
所
収
）
等
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
往
見
。

（
３２
）
『
隆
全
』

一
巻
三
〇
四
頁
。
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